
歯科技工物の輸入に反対する声明文  

 

先般、厚生労働省では海外 からの 歯科技 工物（入れ歯 やかぶ せ物 ）

輸 入について調査 研究 を行い結 果発表 し ました。この目的は一定の

基 準 化 の 下 で 、 海 外 歯 科 技 工 物 を 安 く 流 通 さ せ る 社 会 基 盤 を 整 備  

す る た め だ と 解 釈 で き ま す 。 し か し 、 今 年 2 月 、 TBS テ レ ビ で    

中 国 産歯科 技工物に発ガン性有 害金属が 混入されてい たことが報道

さ れました。厚生労働省は 歯科 技工物輸 入を許可す る 17 年通達の

中 で も 自 費 の 歯 科 技 工 物 の 徹 底 し た 調 査 を し た の か ど う か 疑 問 を  

残 したままなのです。  

 日 本 に は 歯 科 技 工 士 法 が あ り 歯 科 医 師 ・ 歯 科 技 工 士 で な け れ ば  

歯 科 技工物を 製作できません。 中国の安 い 歯科技工物は無資格者 が

作 製 し た 物 や 、 ど ん な 材 料 が 使 わ れ て い る か 管 理 さ れ て い な い 物  

で も「雑貨」として輸入されて います。 歯科技工物は「人工臓器」

と して口の中に装着されるもの です。将 来的に安さだけで保険 適用

の 歯科技工物にも適応されるの ではない かと大変不安になります。  

 私達は日本の法律を無視した 安全性の 確保できない 歯科技工物を

輸 入することに強く反対します 。  
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